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は じ め に

旭川市は２０２２年に市制施行１００年を迎える１）。こ

こに旭川市における障害者数等に係る市制施行後の凡

そ１００年にわたる基礎データ及び道内主要都市並びに

道外中核市のデータを筆者が集約し，資料として紹介

するとともに，これを基に表題の通りの考察を加え

た。

１ 障害者処遇の史実を裏付けるデータ

行政資料を基に，市制が施行された１９２２（大正１１）

年以降で公表されている障害者数等に係るデータを表

１にまとめ，そこからの考察は以下の通りである。

（１）精神病者監置から始まった旭川市の障害者施策

精神病者監護法（１９００年）に続き精神病院法（１９１９

年）が施行され，２０世紀を迎えたわが国で精神障害者

に対する社会的処遇の歴史が動き始めた頃，教育分野

で私立の旭川盲唖学校が市制施行の同年に南雲宗次郎

により開設され（戦後に北海道立に移管），続いて市制

施行間もない１９２５（大正１４）年，市内上常盤町１丁

目に旭川市立の精神病者監置所が設置された２）。旭川

市としての障害者に対する公的施策の始まりである。

つまり，旭川市における障害者施策は精神障害分野で

萌芽したこととなる。

ただし，この監置所の収容人員は９名であったた

め，凡そ５０名の精神障害者は，監置を要する者として

把握されながら，私宅監置も病院での保護もされずに

いたことをデータが裏付けている３）。

なお，町制期の１９０３（明治３６）年には，７名の精

神病者が４条通４丁目の行旅病人収容所に収容されて

いたという記録があり４），その後の１９１１（明治４４）

年には旭川救護院が篤志家らにより設立されている

が，上記の精神病者監置所は，この救護院に付設され

たものである。

ちなみにこの頃の旭川における民間社会福祉事業と

しては，１９０２（明治３５）年に当時の旭川町近文に山

谷孤児院分院が開設，後にこれが１９２１（大正１０）年

に旭川育児院として継承され，また１９２４（大正１３）

年には旭川隣保会が前身となる愛児園を創設５），これ

らはいずれも戦後社会福祉事業法（現行の社会福祉法）

の施行に伴い社会福祉法人に移行しているが，精神障

害分野で民間医療事業が創設されるのは，その後間も

なく北海道大学精神医学教室２期生の相川正義が道北

初の精神科医院（５床）を旭川市５条通１０丁目に開業

する１９３７年６）となる。

一方，身体障害者及び知的障害者に関する施策と福

祉事業は，戦後身体障害者福祉法の施行（１９４９）によ

る始動を待つことになるが，生活保護法に基づく授産

施設として旭川春光会が春光授産場を運営開始

（１９４９），団体では旭川身体障害者福祉協会（１９４９），

手をつなぐ親の会（１９５２），旭川肢体不自由児父母の会

（１９５３）が相次いで結成されるなど７），戦後福祉法制

の確立を契機に旭川市の障害者施策と団体活動はその

後推進されることとなる。
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（２）強制不妊手術の史実の背景

旧優生保護法下における強制不妊手術の違憲性を主

争点に，２０１８年の仙台地裁を皮切りに全国で訴訟が

開始されている。

本道では札幌市在住の小島喜久夫氏（現８０歳）と

道央の匿名夫妻（夫はすでに死去。妻は７０代）が原

告として提訴，それぞれ２０２１年１月及び２月に札幌

地裁で判決を迎えたが，除斥期間８）等を根拠にいずれ

も請求棄却の判決が下された（両原告ともに控訴中）。

優生保護法は，戦後の治安不安を背景に，堕胎防止

と人工妊娠中絶を合法化するために国民優生法（１９４０

年施行）を改訂して制定されたものである。

同法は，その第１条（目的）で，「優生上の見地から

不良な子孫の出生を防止するとともに，母性の生命健

康を保護する」とあり，また第３条（任意の優生手術）

では「本人の同意並びに配偶者があるときはその同意

を得て，任意に，優生手術を行うことができる」とし

ながらも，同条にはその但し書きで「但し，未成年者，

精神病者又は精神薄弱者については，この限りではな

い」とあるように，障害者に対しては本人の同意なし

に優生手術，つまり断種や不妊手術の適否が医師等に

より都道府県優生保護審査会に申請される仕組みと

なっていた。

旭川市に関しては１９４８（昭和２３）年の同法施行に

伴い，表１にあるように，その翌年より優生手術及び

人工妊娠中絶の届出件数が記録されている。

その数を遡ると，１９９６年に同法が母体保護法に改

定されるまでの間でとくに顕著であるのは，データの

ある１９４９年から１９５６年までの８年間で計１,８０４件の

優生手術が旭川保健所管内において実施されている。

また，ピーク時では年間４０８件（１９５４年）の優生

手術を数え，人工妊娠中絶は１９５６年から１９８２年のあ

いだで，ほぼ年間５,０００件を数えている。但し，優生

手術でみれば，その殆どが同法第４条４号もしくは５

号該当（母体保護）による申請であり，第１～３号に

該当する障害を理由とする医師の認定による優生手術

は年間数件に留まっていた９）。

しかし，統計には表れていないが，当時の資料によ

ると，「優生保護法によって人工妊娠中絶を認められ

るものは，精神病及不良な子孫の出生を防止すること

と，母体の生命健康を保護することが目的であって，

日本の人口を減少しようと云うのではない」（北海道旭

川保健所『保健所年報』昭和３１年度版，７２,１９５６.）と，

明らかに同法が併せ持っていた障害者の出生防止，即

ち優生と母体保護の両側面を著している。

とくに北海道は当時，『優生手術（強制）千件突破

を顧みて』（北海道衛生部北海道優生保護審査会，

１９５６．）で，「民族衛生」を強調し，「母性保護を理由

とするものは鰻上りに増加しているが優生保護を理由

とするものは殆ど変わらない・・・（略）・・・これで

は優生保護法の看板倒れであり母性保護法或は人工妊

娠中絶法なりと言われる所以でもある」（同書３頁）と，

いみじくも行政の本音を公文書で吐露している。

なお，同法は人権保護の観点から，らい予防法の廃

止等と併せて１９９６年に母体保護法に改定され，上記

の優生手術の規定が削除されているが，その後四半世

紀を経た今日，なお上記の訴訟が提訴されている背景

には，データに隠された被害者らの積年の遺恨がある

ように思えてならない。

（３）人口に占める障害者手帳交付率の高い旭川市

さて，旭川市における総人口に占める障害のある市

民の割合は，データとして確認された１９２５年の

０.０９％から２０１０年代には９％台へと，数のうえでも率

でも，凡そ１００年で１００倍に増えていることになる。

その背景を歴史的に遡れば，戦後福祉６法が確立さ

れ，国際的にもＷＨＯ（世界保健機構）によるＩＣＩＤＨ

（国際障害分類／１９８０年）とその改訂版としてのＩＣ

Ｆ（生活機能分類／２００１年）の導入などにより，障害

の定義が発展的に構築されてきたことで，その対象範

囲が次第に拡大されてきたことをまず確認する必要が

あろう。

とくに障害者権利条約が２００６年に国連において採

択されて以降，「継続的に日常生活に又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にある者」（障害者基本法第

２条）へと，２０１１年の障害者基本法改正により，法制

面における障害者の定義に社会モデルを包摂したこと

は，わが国としても２０１４年に条約締約国となる原動

となった。

但し，そもそも表１のデータは精神障害者について

は精神障害者保健福祉手帳交付者数ではなく，保健所

等行政が把握している実数を計上しているため，上記

のようなバックグラウンドをベースとしつつも，統計

上の解釈には影響しない。

しかし，それでも令和３年版『障害者白書』によれ

ば，国民のおよそ７.６％が何らかの障害を有している

のに対し１０），旭川市ではそれを上回っていることにな

る。これを他の中核市と比較してみると，全国６２中

核市のうち，障害のある市民が占める割合は，表２か

ら明らかなように，旭川市は長崎県長崎市並びに佐世
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保市に続いて，きわめて上位にあり，療育手帳交付率

では中核市で最も高率となっている１１）。その理由に関

する考察は以下に述べる。

２ 障害者福祉の今昔と直面する課題

表２は，旭川市を含む道内主要都市（人口順に２０市）

及び道外中核市の障害者手帳交付者数に係るデータで

あるが，ここには道内各市の歴史的特徴が如実に表れ

ている。

例えば，帯広市の精神障害者保健福祉手帳交付率が

道内で最も高率となっている背景として，帯広・十勝

における長年にわたる地道な精神障害者の人権を軸と

した医療・福祉の連携による病院から地域生活への移

行支援の熱心なとりくみの存在が浮き彫りになる１２）。

同様に，伊達市で療育手帳の交付率が最も高い背景

として，北海道立太陽の園におけるグループホームな

ど知的障害者に対する施設からの地域移行をベースと

した生活支援のとりくみが発展してきた経緯をデータ

から読み取る必要がある１３）。

これらはいずれも，戦後から１９５０年の精神衛生法

制定以来の精神科病院における長期にわたる社会的入

院問題や，１９５０～７０年代にかけて，いわゆる「コロ

ニー政策」と称された障害者の入所施設の整備計画が

全国の自治体を中心に推進されたなかで，１９８１年の国

際障害者年などを契機として，ノーマライゼーション

の理念へと大きく転換してきた国際的潮流とわが国の

政策の転換があったことを見逃してはならない。

但し，旭川市においては独自の経過を辿っており，

その端的な例が「福祉村」であった。

１９６０年代から７０年代にかけて，当時の五十嵐広三

市長の下で策定された旭川市における「福祉村」整備

計画は，切実な施設入所待機問題に応えるべく，障害

者関連施設だけで７か所・定員５３０名の収容人員で

あった１４）。

その後の半世紀を経て，現在定員は当初の計画を超

え，現在福祉村を含む旭川市全体で障害者施設入所者

は５９２名（令和元年度）となっている。

現在，旭川市では障害者基本法（１９９３年施行）に基

づく障害者福祉計画を１９９６年度に策定後，現在は第４

次障がい者計画（２０２１～２０２５年度）の期間中となっ

ている。また，障害者総合支援法に基づく障害福祉計

画も第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計

画（いずれも２０２１～２０２３年度）の期間中である。

つまり，旭川市における障害者数（手帳交付率）の

高さは，かつての「福祉村」など入所施設の整備によ

る影響が大きく，これを基盤として，さらに福祉計画

により通所事業や居宅介護が整備されてきた結果であ

ると思われる。

しかし，これらの計画では，一貫して施設入所者の

地域生活や福祉施設から一般就労への移行が掲げられ

ているものの，帯広・十勝や伊達のような例とは異な

り，「地域移行者数については達成が難しい状況」１５）と

いうのが旭川市の現状となっている。

また，障害者福祉計画が策定され四半世紀を経て

も，なお障害者の生活は実感として向上したとは言い

難く，その根拠の一例として，障害者自立支援法で工

賃向上計画の作成が位置づけられた就労支援事業所に

おける平均工賃は，同法施行（２００６年）から１２年間

の年間平均増額は３２４.６円と微増のまま，２０１８年度の

平均工賃月額は１６,１１８円に留まっている１６）。

さらに，２０２０年度からの新型コロナウイルス感染

症の拡大が，障害のある市民の生活にも少なからぬ影

響を与えている。就労継続支援Ｂ型事業所の全国の平

均工賃月額は，２００９（平成２１）年度以降は，曲がり

なりにも僅かずつではあるが増額していたにも関わら

ず，２０２０（令和２）年度は５９３円減額し１５,７７６円となっ

た１７）。

旭川市が２０２１（令和３）年５月及び１０月に実施し

た，新型コロナウイルス感染拡大前後と感染拡大後の

生産活動収入に関する就労継続支援事業（Ａ型及びＢ

型）における新型コロナウイルスの影響調査では，連

続する３か月で生産活動収入が２０％以上減少し，かつ

４０％以上減少の期間がある事業所がなお６割を超え

ることが判明している（表３）。

新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るうなか

で，欧米では障害者の生命の選別が取り沙汰される事

態さえ生まれ，国内でも生活制限や自粛は，障害者に

とっては福祉サービスの利用中断に繋がり，それはま

た事業所の減収という負のスパイラルを生み出した。

そしてまた，いわゆる「コロナ不況」が，今なお障

害者の生活を真っ先に直撃している。

お わ り に

戦後三四半期（７５年）が経過し，また市制１００年を

前に，一つのデータを基に，旭川市における障害者施

策の歴史と現状，そして課題の一端の分析を試みた。

旭川市においては，福祉村に象徴されるように，歴

史経過として入所施設の整備が推進され，障害のある
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多数の市民が生活する基盤が整備されつつも，地域移

行や就労支援など，障害者権利条約に謳われている，

他の市民と分け隔てなく地域で生きるための条件整備

は，まだ緒に就いたばかりと言えよう。

とくに新型コロナウイルスの感染拡大による，障害

のある市民の生活や事業所での利用者支援が直面する

課題は，当面する旭川市としての障害者施策の中心的

課題に直結すると思われる。

なお，新型コロナウイルスの感染拡大による旭川市

内の就労支援事業所における生産活動収入の影響につ

いては，筆者が目下のところデータを集計調査中であ

り，その結果については別稿にて報告の予定である。

表１ 旭川市における障害者数等の推移

人工妊娠中絶

届出件数

優生手術

届出件数

左記の人口比率

（％）

障害者数（人）旭川市の人口

（人）

年度

合計精神障害者知的障害者身体障害者和暦西暦

０.０９６３６３７２,３４１大正１４１９２５

０.１２７９７９６６,４１３大正１５・昭和元１９２６

０.１３９０９０６８,０２９昭和２１９２７

０.１４９８９８７０,００４昭和３１９２８

０.１４９８９８７１,７２７昭和４１９２９

０.１３１１０１１０８２,５１４昭和５１９３０

０.１４１１３１１３７８,１３６昭和６１９３１

０.１３１１４１１４８５,５７１昭和７１９３２

０.１３１１５１１５８９,５９４昭和８１９３３

０.１３１１７１１７８８,０７２昭和９１９３４

０.１２１０７１０７９１,０２１昭和１０１９３５

４５１１６,８５６昭和２４１９４９

１１３１２３,２３８昭和２５１９５０

１９９０.１３１６３１６３１３０,３５８昭和２６１９５１

１２９１３３,８８８昭和２７１９５２

３２６１４２,３５７昭和２８１９５３

４０８１４９,９０３昭和２９１９５４

２５９１６４,９７１昭和３０１９５５

５,４３９３２５０.４４７３６７３６１６８,７５４昭和３１１９５６

０.５９１,０３０１,０３０１７４,０４８昭和３２１９５７

５,６９３２０００.６７１,２２５１０５１,１２０１８３,１０３昭和３３１９５８

５,９２１２５７０.６９１,２９８１３９１,１５９１８８,７２２昭和３４１９５９

０.６５１,２２８１,２２８１８８,３０９昭和３５１９６０

０.８６１,８１８１５２１,６６６２１０,２０５昭和３６１９６１

０.８８２,１３５７２２,０６３２４２,５７１昭和３８１９６３

０.０１３５３５２５０,８７６昭和３９１９６４

５,５３５１９１２４５,２４６昭和４０１９６５

５,６０６１５１２６１,６５４昭和４１１９６６

５,１８８１１９２６８,３４４昭和４２１９６７

５,４６６１１５２.１９６,４０３２,０１４４,３８９２９２,６０６昭和４３１９６８

５,３５４９４１.５９４,７１９４,７１９２９６,７０９昭和４４１９６９

４,８９３６３１.９２５,５４７２２１５,３２６２８８,４９２昭和４５１９７０

４,５８７５８１.８７５,７１１２２５５,４８６３０４,９７８昭和４６１９７１

４,４７７１６２.９１８,９６０２,９７３２９６５,６９１３０７,５６０昭和４７１９７２

４,４４５８５１.９８６,１７０４００５,７７０３１０,９６４昭和４８１９７３

４,０２１３３３.２９１０,３８５２,９７８４５１６,９５６３１６,０８５昭和４９１９７４

４,３６０３６３.２６１０,４６５２,９６８４６９７,０２８３２０,５２６昭和５０１９７５

５,９８８３４３.３１１０,９０５２,９５４４９９７,４５２３２８,９９２昭和５１１９７６

５,５８４３７２.４５８,２２２５０４７,７１８３３５,６９４昭和５２１９７７

５,９１１２０３.４８１１,９００３,１６１５３５８,２０４３４２,１５８昭和５３１９７８
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５,７４３１０２.７０９,４００５７２８,８２８３４７,６８４昭和５４１９７９

５,３６２２３.６５１２,８６４２,７１７６０８９,５３９３５２,６１９昭和５５１９８０

５,６４５７３.７９１３,４８０２,９１３６３８９,９２９３５６,１４１昭和５６１９８１

５,５６００４.０３１４,４６７３,０９０６４９１０,７２８３５８,９７４昭和５７１９８２

５,３４８６４.３０１５,５７５３,７２６７０１１１,１４８３６１,７９１昭和５８１９８３

４,９１４２６４.５０１６,３５９３,４１３７７６１２,１７０３６３,６１４昭和５９１９８４

４,４８２６４.６２１６,８１７３,４４１９３１１２,４４５３６３,６３１昭和６０１９８５

４,１６３０４.５８１６,７２２３,４６７９９６１２,２５９３６５,３１１昭和６１１９８６

３,９３８０４.５８１６,７１４３,６５８１,０４４１２,０１２３６４,８７１昭和６２１９８７

３,７０３０４.７６１７,３３４３,７２５１,０９０１２,５１９３６４,４０１昭和６３１９８８

３,７０２０５.００１８,１９７３,９１６１,１４３１３,１３８３６３,７０４昭和６４・平成元１９８９

３,０７６０５.２９１９,０１２４,０４７１,２５３１３,７１２３５９,０７１平成２１９９０

３,４５７０５.４５１９,７２５４,２９２１,３４１１４,０９２３６１,６３１平成３１９９１

３,１７２０５.５３１９,９８７４,０５０１,４７２１４,４６５３６１,７３６平成４１９９２

３,１３５０５.６７２０,５３５４,０３７１,５７１１４,９２７３６２,１７６平成５１９９３

５.７３２０,８１１３,７９９１,６２５１５,３８７３６２,９０８平成６１９９４

５.９４２１,４２５３,６９１１,６６６１６,０６８３６０,５６８平成７１９９５

５.８８２１,４０５３,５７２１,７６５１６,０６８３６４,０８４平成８１９９６

６.１９２２,５８０３,９２４１,８２７１６,８２９３６４,８１３平成９１９９７

２,８４５６９６.４７２３,６２２４,０４７１,８８４１７,６９１３６４,８４５平成１０１９９８

２,７８６５９６.７９２４,７８４４,３９１１,９２８１８,４６５３６４,８３４平成１１１９９９

２,０１９１９７.０８２５,４５９４,８８１２,００８１８,５７０３５９,５３６平成１２２０００

２,７８５３６６.３６２３,１０８４,５１３１,９９９１６,５９６３６３,２４３平成１３２００１

２,５７５３６６.７０２４,３２０５,５４３２,０３０１６,７４７３６３,２０５平成１４２００２

２,３０６３６６.９４２５,１６０５,９３６２,１３７１７,０８７３６２,３５９平成１５２００３

２,１６２２３７.２４２６,１５４６,６０９２,２７３１７,２７２３６１,４８８平成１６２００４

２,００４１７７.６８２７,２７７７,４１７２,３７３１７,４８７３５５,００４平成１７２００５

１,７６３１９７.７４２７,７３０７,３２２２,５２６１７,８８２３５８,３９３平成１８２００６

１,６３２１２８.０４２８,７４０７,９３８２,６７７１８,１２５３５７,２７９平成１９２００７

１,５５３１２８.３３２９,６４３８,６２３２,７９８１８,２２２３５５,８５５平成２０２００８

１,４００１３８.５１３０,１５２８,９６５２,８７０１８,３１７３５４,４４４平成２１２００９

１,３５８６８.６５３０,００９８,６８０２,９７３１８,３５６３４７,０９５平成２２２０１０

１,３０６１４８.８１３１,００３９,４５５３,１２７１８,４２１３５２,０８３平成２３２０１１

１,２４７１３９.０３３１,７１７１０,００８３,３００１８,４０９３５１,２００平成２４２０１２

１,１９８５９.３６３２,７０２１０,８５１３,４３６１８,４１５３４９,３２６平成２５２０１３

１,１１０２９.１６３１,８１４９,９５９３,５７５１８,２８０３４７,４５０平成２６２０１４

１,０９３７９.０５３１,２７３９,５２０３,７０３１８,０５０３４５,５６６平成２７２０１５

９２７１３９.３６３２,１２８１０,３９７３,８４３１７,８８８３４３,３９３平成２８２０１６

１,０１９１１９.１８３１,２５６９,７１０４,０２２１７,５２４３４０,５２３平成２９２０１７

８９６８９.１５３０,９３３９,４２６４,１９０１７,３１７３３７,９９８平成３０２０１８

８.７５２９,２９４７,８５４４,３４１１７,０９９３３４,６９６平成３１・令和元２０１９

６.４３２１,３２９４,３５１１６,９７８３３１,６４５令和２２０２０

※１ 障害者数は、身体障害者手帳交付者数、療育手帳交付者数、精神障害者保健福祉手帳交付者数をはじめ、北海道と旭川市の援護措置数

や実態把握数とした。なお、基準日についてはいずれも途中で変更されているなど、統一されていないため、いずれの数値も各年度末

（３月）現在まで把握された最新値を掲載している。

※２ 出所：旭川市史、各年毎の北海道衛生統計要覧、北海道保健衛生年報、北海道保健所管内別精神障害者状況、旭川市保健衛生年報、旭

川市衛生年報、保健所年報、旭川市統計書、市政のあらまし（行政編）、旭川市の福祉、社会福祉要覧、上川の社会福祉、社会福祉の

概要等よりデータを抽出

※３ １９３６～１９４８年及び１９６２年並びに他の空欄についてはデータが未承握か公表されていない。
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表２ 道内主要都市及び道外中核市における障害者数

○道内主要都市

左記の人口比率

（％）

合計（Ａ＋

Ｂ＋Ｃ）

左記の人口比率

（％）

精神障害

（Ｃ）

左記の人口比率

（％）

知的障害

（Ｂ）

左記の人口比率

（％）

身体障害

（Ａ）
人口自治体名

７.３６２４,５７６０.９４３,１３６１.３０４,３４１５.１２１７,０９９３３４,０７０旭川市

６.７４１３２,０９１１.４７２８,８９５０.９９１９,４１６４.２８８３,７８０１,９５９,３１３札幌市

７.２２１８,４２１１.０３２,６３２１.１０２,８０５５.０９１２,９８４２５５,３０８函館市

８.３８１４,３４４０.７０１,２０７１.１４１,９５３６.５３１１,１８４１７１,２４２苫小牧市

１０.４１７,４８２１.０１１,６９１１.５４２,５８８７.８５１３,２０３１６８,０８６釧路市

７.８７１３,０７５２.１６３,５８３１.２５２,０７５４.４７７,４１７１６６,０４３帯広市

６.４１７,６６３０.７２８６５１.０４１,２４０４.６５５,５５８１１９,５８０江別市

６.９３８,０８７１.００１,１６６１.１１１,２９３４.８３５,６２８１１６,６３０北見市

７.４８８,５６２０.６４７３７１.２５１,４２６５.５９６,３９９１１４,４２５小樽市

４.９７４,８５００.６２６０７０.８４８１７３.５１３,４２６９７,５５２千歳市

７.９８６,６２２０.８７７１８１.２４１,０３０５.８７４,８７４８２,９７７室蘭市

７.４３５,９７５０.６９５５３１.２４９９６５.５０４,４２６８０,４１０岩見沢市

５.６３３,９４６０.５４３７８１.０１７０５４.０９２,８６３７０,０４９恵庭市

７.７６４,５２２１.０７６２４１.１３６５７５.５６３,２４１５８,２８８石狩市

６.５８３,８３３０.７６４４４１.１８６８７４.６４２,７０２５８,２６５北広島市

６.９３３,３０１０.８８４１８０.９６４５８５.０９２,４２５４７,６０８登別市

６.５５３,０１４０.７３３３８１.４３６５６４.３９２,０２０４６,０３１北斗市

６.５４２,５６９０.６３２４８０.９８３８３４.９４１,９３８３９,２６４滝川市

６.１２２,１２００.７２２５０１.０３３５８４.３６１,５１２３４,６４０網走市

９.０６３,０２８０.５６１８８１.７３５７８６.７７２,２６２３３,４０６伊達市

○道外中核市

左記の人口比率

（％）

合計（Ａ＋

Ｂ＋Ｃ）

左記の人口比率

（％）

精神障害

（Ｃ）

左記の人口比率

（％）

知的障害

（Ｂ）

左記の人口比率

（％）

身体障害

（Ａ）
人口自治体名

６.４９１８,２４９１.２４３,４７５１.０５２,９５８４.２０１１,８１６２８１,２３２青森市青森県

６.０８１３,８４７１.２９２,９４６０.９５２,１６４３.８４８,７３７２２７,８１２八戸市

５.３７１５,５０２１.０１２,９１９０.８２２,３６０３.５４１０,２２３２８８,４７０盛岡市岩手県

６.０９１８,７１５０.８６２,６３６０.７６２,３５０４.４７１３,７２９３０７,４０３秋田市秋田県

５.７２１４,０１８０.６３１,５４４０.６９１,６８６４.４０１０,７８８２４４,９９８山形市山形県

５.５２１５,２８９０.９２２,５５００.９３２,５７９３.６７１０,１６０２７７,１３３福島市福島県

４.９５１５,９８６０.７６２,４６９０.８２２,６５１３.３６１０,８６６３２２,９９６郡山市

５.５２１７,７４５０.７９２,５３６０.８２２,６３９３.９１１２,５７０３２１,５３５いわき市

４.８８１３,２８２０.８４２,２９００.８８２,３９６３.１６８,５９６２７１,９１２水戸市茨城県

４.５４２３,６９００.８２４,２７２０.８４４,３９４２.８８１５,０２４５２１,７５４宇都宮市栃木県

４.６１１５,４９３０.５５１,８４７０.６０２,０２２３.４６１１,６２４３３６,１１５前橋市群馬県

４.３３１６,１６６０.６３２,３６４０.５５２,０５６３.１５１１,７４６３７３,１１４高崎市

４.４０１５,５５００.８４２,９７７０.７５２,６５４２.８１９,９１９３５３,３０１川越市埼玉県

４.３２２６,２４５０.７６４,６１２０.６５３,９３１２.９２１７,７０２６０７,１０５川口市

４.２４１４,６１７０.８８３,０１９０.６７２,２９３２.７０９,３０５３４４,５２８越谷市

３.８８２４,９６５０.８４５,３７７０.５６３,６２０２.４８１５,９６８６４２,９３８船橋市千葉県

４.２９１８,２２２０.８４３,５５３０.６５２,７５４２.８０１１,９１５４２４,９２０柏市

４.６８２６,３４９１.０８６,０６１０.８２４,６２３２.７８１５,６６５５６２,４８０八王子市東京都

５.１８２０,７９０１.０２４,０７７０.８４３,３５５３.３３１３,３５８４０１,０５０横須賀市神奈川県

６.０５２５,１３５０.７７３,２０００.７４３,０９３４.５３１８,８４２４１５,７６５富山市富山県

５.１２２３,１４３０.９８４,４５４０.６６２,９６８３.４８１５,７２１４５２,２２０金沢市石川県
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５.８２１５,３１９１.０２２,６７１０.８３２,１８４３.９８１０,４６４２６３,１５２福井市福井県

７.００１３,１５１１.１８２,２１３０.８０１,５０７５.０２９,４３１１８７,８８０甲府市山梨県

６.０４２２,６９７１.０８４,０５１０.９２３,４６８４.０４１５,１７８３７５,８８４長野市長野県

６.１１１４,５８６１.１７２,８０２０.８５２,０２４４.０９９,７６０２３８,７３７松本市

６.０７２４,８０１１.０５４,３０６１.０１４,１３７４.００１６,３５８４０８,８０４岐阜市岐阜県

４.９３１８,６０９０.９７３,６７２０.８０３,０３７３.１５１１,９００３７７,４２９豊橋市愛知県

４.７１１８,２７１０.９９３,８３８０.７６２,９５６２.９６１１,４７７３８７,７９１岡崎市

５.１６１９,８７１０.９４３,６０６０.８２３,１４５３.４１１３,１２０３８５,２２８一宮市

４.５０１９,１１３０.７２３,０７２０.７７３,２７０３.００１２,７７１４２５,１４５豊田市

６.２６２１,５３１０.８１２,８０１０.９３３,１９１４.５２１５,５３９３４３,８１５大津市滋賀県

５.１６２１,０８００.９８３,９８７０.８２３,３６８３.３６１３,７２５４０８,４６４豊中市大阪府

５.５９２０,８８１０.８１３,０２４０.９０３,３７８３.８８１４,４７９３７３,５５７吹田市

５.７２２０,０９３１.０７３,７５７０.９９３,４８１３.６６１２,８５５３５１,５０３高槻市

５.９３２３,７７０１.０７４,２９７０.８９３,５５４３.９７１５,９１９４０１,０７４枚方市

６.１８１６,４６１１.１０２,９２７１.０９２,９０６３.９９１０,６２８２６６,３４９八尾市

６.１３１４,１９６１.０３２,３８５１.１５２,６７２３.９４９,１３９２３１,７００寝屋川市

５.９３２８,９８２１.０４５,０８８０.９３４,５６４３.９６１９,３３０４８８,６１８東大阪市

５.７７３０,９２３０.７５４,０１９０.９６５,１６２４.０６２１,７４２５３５,９８２姫路市兵庫県

７.１２３３,００４１.１７５,４３７１.１４５,２９３４.８１２２,２７４４６３,２６２尼崎市

５.６７１７,２２８０.９６２,９２００.９８２,９８７３.７２１１,３２１３０３,９６１明石市

４.９０２３,７２１０.７６３,６６２０.８７４,１９５３.２８１５,８６４４８４,３５７西宮市

５.７９２０,６２５１.０４３,７０５０.８２２,９３３３.９３１３,９８７３５６,０２７奈良市奈良県

６.５７２４,１２００.８２３,０２００.９９３,６３９４.７６１７,４６１３６６,９２３和歌山市和歌山県

６.０４１１,２９９１.２７２,３６７０.９８１,８３９３.７９７,０９３１８６,９６０鳥取市鳥取県

６.４４１３,０１１１.１９２,４０７１.１１２,２４７４.１４８,３５７２０１,９８１松江市島根県

５.０６２４,４２５０.８４４,０５７０.８５４,０８２３.３８１６,２８６４８２,２５０倉敷市岡山県

６.７１１４,８５５１.１６２,５６５１.０７２,３６５４.４８９,９２５２２１,５０２呉市広島県

５.７６２７,０１８１.１８５,５２９０.８７４,０８１３.７１１７,４０８４６８,９５６福山市

６.９４１８,０９５１.００２,６２００.９２２,３９７５.０１１３,０７８２６０,８９７下関市山口県

５.７０２４,３５９０.７２３,０８２０.７６３,２４５４.２２１８,０３２４２７,１３１高松市香川県

６.４５３２,９８９０.８５４,３３１０.７８４,００７４.８２２４,６５１５１１,３１０松山市愛媛県

６.６８２１,８９２１.０３３,３８００.８６２,８０４４.８０１５,７０８３２７,５７５高知市高知県

５.９７１８,２２１１.１３３,４３７０.８５２,５９４３.９９１２,１９０３０５,３１１久留米市福岡県

７.６６３１,８８５１.１２４,６５６１.０５４,３７５５.４９２２,８５４４１６,４０５長崎市長崎県

７.６３１９,０４７１.１３２,８０９１.１４２,８５５５.３６１３,３８３２４９,６８１佐世保市

６.２９３０,０７１０.９５４,５６３０.８６４,１２１４.４７２１,３８７４７８,３９３大分市大分県

６.６７２６,８６１１.０９４,３９２０.９１３,６７６４.６７１８,７９３４０２,６３２宮崎市宮崎県

６.８３４１,１５２１.０７６,４５１０.９５５,７４７４.８１２８,９５４６０２,４６５鹿児島市鹿児島県

７.１８２３,１３３１.８５５,９４３１.００３,２０７４.３４１３,９８３３２２,０１１那覇市沖縄県

※１ 各市の人口は住民基本台帳に基づく２０１９（令和元）年末現在

※２ 障害者数は障害者手帳交付者数であり各自治体の直近の障害者計画等より抽出。障害者手帳交付者数で統一したため、例として精神障害者に

ついては自立支援医療対象者（精神科通院医療）数とは異なり、実数（実態）よりも少ない。

※３ 障害者数はいずれも令和元年度末（令和２年３月３１日）又は令和２年４月１日現在のデータである。
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＜参考・引用・注釈＞

１） 旭川市はかつて１８６９（明治２）年に蝦夷地が北海道と改

称され上川盆地一帯が石狩国上川郡とされた後に，１８９０

（明治２３）年に上川郡に旭川村，永山村，神居村の３村が

設置され，その後に屯田兵の入植により開拓が進められた

とされる。１９００（明治３３）年に旭川村から旭川町に改称さ

れ，１９２２（大正１１）年に札幌，函館，小樽，室蘭，釧路と

ともに旭川市となった。

２）旭川市：旭川市史第２巻，５６４，１９５９．

３）実際に北海道衛生統計要覧によると，１９２５（大正１４）年

末現在，旭川市における監置者数の内訳は扶養義務者によ

る監置７名，市町村長による監置者は３名の計１０名，監置

を要する者は５３名と記録されている（北海道縣警察部衛生

課：大正１４年北海道衛生統計要覧，７８，１９２５．）。

４）旭川市：新旭川市史第３巻（通史３），６０７，２００６．

５）旭川市：旭川市史第５巻，６６４，１９７１．

６）相川記念病院ホームページhttp://www.aikawa-kinen.jp/hospital/
（閲覧：２０２１.１１.１５）

７）旭川市：旭川市史第５巻，６５２-６６０，１９７１．

８）いわゆる権利行使の期間であり，仙台地裁の判決（２０１９）

では国家賠償法により適用される改正前民法７２４条の期間

制限を根拠に２０年として法性決定し，これがその後の地裁

判決で踏襲された。但し、２０２２年２月と３月の大阪・東京

各高裁での控訴審判決では，一転してこの除斥期間の判断

を改め，国に対して賠償を命ずる違憲判断を下した。本訴

訟は上告審の判断を仰ぐこととなる。

９）例として１９５９（昭和３４）年の旭川市における同法第３

条第１号を理由とする優生手術届出件数は２件（北海道旭

川保健所：保健所年報，８６，１９６０．）

１０）内閣府：令和３年版障害者白書，２４５，２０２１．

１１）北海道は人口１０万人あたりのグループホーム利用者数

で２２６人と全国１位であり，続いて長崎県が２１１人という

状況である（令和３年１１月５日 社会保障審議会障害者部

会資料２より）。

１２）十勝管内の精神科有床病院数は，１９７０年代には６施設で

１，０１２床だったが，２０２０年には４施設・４３１床に減少し，平

均在院日数は全道２６１日に対し９６日に減少している（小栗

静雄：精神保健福祉の実践，４６-４７，２０２１．）。

１３）北海道立太陽の園・伊達市立旭寮：施設を出て町に暮ら

す，１９９３．

１４）旭川市：旭川市の福祉村，１９７０．

１５）旭川市：第６期旭川市障がい福祉計画・第２期障がい児

福祉計画，２１，２０２１．

１６）対象事業所は障害者自立支援法施行以前の授産施設や福

祉工場又は障害者自立支援法施行以後の就労継続事業Ａ型

並びにＢ型事業所である。工賃（賃金）実績について－北海

道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課ホームページ

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/ko-chin.html（閲 覧：

２０２１.１０.１５．）

１７）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調査：

第１２２回社会保障審議会障害者部会（令和３年１１月２９日）

資料３より

表３ 就労継続支援事業所における新型コロナウイルスの影響調査

○２０２１年１０月調査

・令和元年２月から９月までと令和３年２月から９月までの生産活動収入の実績を比較

ア：生産活動収入がＲ１年比○％以上減少した月がある

イ：生産活動収入が連続する３ヵ月でＲ１年比○％以上減少した期間がある

ア：４０％ イ：２０％ア：４０％ イ：２５％ア：５０％ イ：３０％

回答数：４３事業所２８事業所２２事業所１７事業所事業所数

（回答率６７％）６７％５２％４０％割 合

○２０２１年５月調査

・平成３０年１０月から平成３１年４月までと令和２年１０月から令和３年４月までの生産活動収入の実績を比較

ア：生産活動収入がＨ３０，Ｈ３１年比○％以上減少した月がある

イ：生産活動収入が連続する３ヵ月でＨ３０，Ｈ３１年比○％以上減少した期間がある

ア：４０％ イ：２０％ア：４０％ イ：２５％ア：５０％ イ：３０％

回答数：５４事業所３４事業所３０事業所２１事業所事業所数

（回答率８２％）６３％５６％３９％割 合

※本調査は令和２年度国庫補助事業（厚生労働省：就労系障害福祉サービス等の機能強化事業）の基準を準用して集計（データ提供：旭川市福祉保

険部障害福祉課）

【参考・国庫補助事業の対象となる事業所】

ア 令和２年１月以降，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により，１ヶ月の生産活動収入が前年同月比で５０％以上減少した月があること

イ 令和２年１月以降，連続する３ヶ月の生産活動収入が前年同期比で３０％以上減少した期間があること
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